
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

綾瀬市では、がん患者の方が自分らしく生きることのできる社会の実現

のため、治療と社会参加の両立を支援することを目的として、ウィッグ

の購入費用を助成します。 

 

市内に住民登録があり市税に滞納のない方で、がんと診断され、抗がん剤治療等の

副作用に伴う脱毛に対処するためウィッグ等を購入した方 
 

ウィッグ(全頭用又は部分用。毛付き帽子のほか、材料を購入して作成した場合の材

料費も含む。）及び付属品（頭皮保護用ネット、保管容器、ウィッグスタンド、くし、

クリーナー等） 

３０，０００円まで（１，０００円未満切り捨て） 
 

 

□ 脱毛の副作用を伴うがんの治療を受け又は現に受けていることを証明する

書類（診療明細書、治療方針計画書、お薬手帳、診断書等） 

□ ウィッグ等の購入に係る金額等の明細が分かる書類 

□ 他に同様の助成等を受けている場合は、金額等の明細が分かる書類 

□ 対象者の本人確認書類の写し 

（対象者以外の方が申請をする場合は、委任状等が必要となります。） 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

  

対象のウィッグは？ 

医療用ウィッグ以外でも対象となり

ますか。 

がん治療に伴う脱毛が原因とした購入であれば、医療用でなくと

も対象となります。 

ウィッグの付属品やケア用品は対象

となりますか。 

がん治療に伴う脱毛が原因のウィッグ購入であれば、付属品やケ

ア用品も対象となります。 

ウィッグを自分で作成しましたが、

その材料費等は対象になりますか。 

がん治療に伴う脱毛が原因であれば、対象となります。（がん治療

を受けた、又は受けていることを証明する書類の提出が必要） 

がん治療によりウィッグが必要にな

り、ウィッグをレンタルしましたが、

対象となりますか。 

申し訳ありませんが、綾瀬市ではレンタルは対象としておりませ

ん。 

乳がんの治療をして、胸部（乳房）

補整具を購入しましたが、対象とな

りますか。 

申し訳ありませんが、綾瀬市では胸部補整具は対象としておりま

せん。 

助成の対象となる購入品の個数は 1

個に限られますか。 

複数の対象品を1回の申請として申請していただくことは可能で

す。（1 年以内購入のもの）※令和 6 年 4 月 1 日以降購入のも

の） 

後から購入した付属品や用品等を追

加で申請できますか。 

対象者一人につき、1 回の申請のため、申請できません。１年以

内に購入したものであれば、複数の対象品を 1 回の申請としてい

ただくことが可能です。 

領収書に内訳が書いてありません

が、申請可能ですか。 

購入した物の明細を確認するため、内訳が必要となりますので、

内訳のわかるもの（購入明細書、納品書等）を合わせてご提出く

ださい。 

加入していた民間のがん保険から、

ウィッグ購入代金の一部が給付され

ましたが、助成金の対象になります

か。 

実際の購入代金から、民間の保険からの給付額を差し引いた分が

助成対象となります。給付された金額がわかるものをご提出くだ

さい。（限度額３万円、千円未満切り捨て、他の公的助成金を受け

た場合も同様） 

インターネットで購入し、領収書が

もらえません。どうすればよいでし

ょうか。 

領収書の代わりに、支払い内容、宛名（申請者の氏名）、購入日、

購入金額、金額の内訳、購入先の名称及び住所が確認できるもの

をご提出ください。 


